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秋
暑
の
候
、
一
般
社
団
法
人

江
戸
川
北
青
色
申
告
会
の
皆
様

方
に
は
、
益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

七
月
の
人
事
異
動
で
江
戸
川
北

税
務
署
長
を
拝
命
致
し
ま
し
た

吉
永
と
申
し
ま
す
。
前
任
の
小

島
同
様
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

小
原
会
長
を
は
じ
め
、
役
員
、

事
務
局
並
び
に
会
員
の
皆
様
方

に
は
、
平
素
か
ら
税
務
行
政
の

円
滑
な
運
営
に
つ
き
ま
し
て
格
別

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
っ
て
お

り
、
本
紙
面
を
お
借
り
し
ま
し

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

税
務
署
長
着
任
の
ご
挨
拶

　

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
例

年
、
青
色
申
告
制
度
の
普
及
の

た
め
、
記
帳
指
導
や
各
種
相
談

会
な
ど
様
々
な
活
動
に
ご
尽
力

い
た
だ
い
て
お
り
、
加
え
て
地
域

ま
つ
り
で
の
ブ
ー
ス
の
設
置
や
、

税
理
士
会
と
連
携
し
た
租
税
教

室
の
開
催
を
通
じ
、
税
知
識
の

普
及
に
も
熱
心
に
取
り
組
ん
で

お
ら
れ
ま
す
。
更
に
、
確
定
申

告
期
に
は
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促

進
、
署
内
会
場
に
設
置
し
た

「青

色
コ
ー
ナ
ー
」
へ
の
従
事
な
ど
、

多
大
な
る
ご
支
援
と
ご
協
力
を

頂
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

長
年
の
多
岐
に
わ
た
る
積
極
的

な
会
活
動
と
青
色
申
告
制
度
や

税
知
識
の
普
及
に
関
す
る
高
い

御
貢
献
に
対
し
ま
し
て
、
深
く

敬
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
と
も
税
務
行
政
に
対
し
ま

し
て
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
支
援

を
賜
り
ま
す
よ
う
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
と
こ
ろ
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で

様
々
な
会
活
動
を
中
止
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
い
っ
た
厳
し
い
状
況

に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

会
員
の
皆
様
の
ご
事
業
や
生
活
に

つ
き
ま
し
て
も
、
様
々
な
影
響

を
受
け
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
深
く
懸
念
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
完
全
な
終
息

を
願
う
と
と
も
に
、
会
活
動
や

地
域
社
会
全
体
の
経
済
活
動
が

早
期
に
回
復
し
、
穏
や
か
で
平

和
な
日
常
が
戻
り
ま
す
こ
と
を

心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

結
び
に
、
一
般
社
団
法
人
江

戸
川
北
青
色
申
告
会
の
益
々
の

ご
発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健

勝
並
び
に
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
祈

念
い
た
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

江
戸
川
北
税
務
署
長

吉
永　

悦
郎 

様

・前　任：札幌国税局調査査察部次長（１年間、単身赴任してまいりました）

・出身地：鹿児島市（次男坊なので高卒後、口減らしで？上京してまいりました）

・趣　味：いろんな人と出会い、楽しく対話すること（コロナで各種の懇親会もままならず、

  　　　　トホホな日々です）

・敬愛する人：亡き父（自分が父親役の大変さを感じる昨今、親父には心配かけたなぁ、

 　　　　　　 理想の父親だったなぁとつくづく思い出します。今更ですが。）

・家族等：妻、長男、長女、かわいいメダカ達

・血液型：A 型（性格的には、むしろ O 型か B 型と言われてます）

【自己紹介】



当会の説明会にお越しください
今年度は多くの説明会を開催します。ご予約の上、是非ご参加ください。

新規入会者説明会 ( 今年度最終 )
▶10 月分

10月 18日 (月 ) ・ 10月 19日 (火 ) ・ 10月 21日

(木 ) ・ 10月 22日 (金 )

11 月 1日 (月 ) ・ 11 月 2日 (火 ) ・

11 月 4日 (木 ) ・ 11 月 5日 (金 )

会
員
増
強
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中
！

お
近
く
で
新
規
に
開
業
さ
れ
た
方
、
も
し
く
は
未
入

会
の
方
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

ご
紹
介
さ
れ
た
方
が
ご
入
会
さ
れ
ま
す
と
、
ご
紹
介

者
様
に
は
ク
オ
カ
ー
ド※

を
、
ご
入
会
者
様
に
は

帳
簿
付
け
に
役
立
つ
グ
ッ
ズ
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

期
間
：
12
月
24
日(

金)

ま
で

※

ご
入
会
さ
れ
た
方
が
正
会
員
の
場
合
に
限
り
ま
す
。

新規に入会された方はもちろん、会員ではない方の同
伴参加も可能です。「既に会員だが基礎が知りたい」
方も受講いただけます。

当会で初めて決算する方向けです。

会計ソフトを使って決算する方向けです。
会計ソフトを使用中の方は是非ご参加ください。

▶10月
10 月 4 日 ( 月 )・10 月 5 日 ( 火 )
及び 10 月 25 日 ( 月 )・10 月 26
日 ( 火 )・10月 28日 ( 木 )

チ
ェ
ッ
ク
！

未入会者対象・会計ソフト説明会開催 (予約制 )

▶11月
11月 6日 ( 土 )
是非未入会の方にご紹介ください。

全日9:30 開始

・当会の利用方法
・事業主として知っておきたいこと
・簡易帳簿の紹介　etc…
   をお話しします。

10月6日(水) ・10月7日(木) ・10月8日(金 )

6日・7日は9:30 開始、 8日は14:30 開始

全日 9:30 開始1 2

3 会計ソフト決算説明会

新規入会者決算説明会

・決算サポートの流れ
・会計ソフトでの決算書の出力のしかた　etc…
   をお話しします。

・決算サポートの流れ
・決算書の記入のしかた　etc…
   をお話しします。

▶11 月分

11月8日(月)・11月9日(火)・11月10日(水)・

11 月 11日 (木 ) ・ 11 月 12日 (金 )

お
得
な
特
典
あ
り
！

いろいろ使える

ジャンル問わない編

TITLE 見出し
肩に付ける

全日 9:30 開始



江戸川北税務署からのお知らせ

令和５年 月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請

求書（インボイス）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者（登録事業者）」に限られ、この「適格請

求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

登録申請書は令和３年 月１日から受付を開始します。

適格請求書（インボイス）とは、

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加

された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、

＜売手側＞

売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交

付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。

＜買手側＞

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付

を受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。

（※） 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）

が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることも

できます。

 

 
「特集インボイス制度」（国税庁）  
＜ ＞ 
に基づき作成 



第
2
回

ウ
チ
の
ペ
ッ
ト
紹
介

江
戸
川
区
東
小
岩　

H
・M

▶▶事務局カレンダー
税理士無料相談会会計ソフト説明会

インボイス制度会計ソフト説明会

8月   30 日～9月     3 日

9 月   22 日

新規入会者説明会

10月     1 日 仮決算相談開始

職員研修のため事務局休館9月   24 日

9 月     1 日 税理士無料相談会

税理士無料相談会 司法書士無料相談会

9 月    1 日（水）

12月     1 日（水）

10月    6 日（水）

11月  10 日（水）

12月  14 日（火）

9月  14 日（火）

10月  12 日（火）

11月    9 日（火）

相談開始時間は 10:00～16:00、1 時
間単位です。(12 時～13 時を除く。)

相談時間についてはお電話ください。

各種相談会 (予約制 )

　

み
ん
な
の
ア
イ
ド
ル
！
人
間
大
好
き
、
自

分
を
売
り
込
む
タ
イ
プ
。(

犬
は
嫌
い
な
よ

う
で
す
。)

　

み
ん
な
が
帰
っ
て
く
る
と
玄
関
で
お
出
迎

え
し
て
く
れ
ま
す
。

 

利用できるアプリ： 、 払い、Ｊ－ 、 、 、 、モバイルレジ

※ 枚あたりの合計金額が 万円までの納付書（バーコードがあるもの）に限ります。

アプリによって利用限度額が異なるため、利用できない場合があります。

※領収証書は発行されません（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでご

納付ください。）。

 

 
 

６月にお送りした納付書により、９月３０日（木）までにお納めください。

＜ご利用になれる納付方法＞

な 口座振替 の申込はＷｅｂで！！

●パソコンやスマートフォンから東京都主税局の専用 サイトにアクセスし、画面に従って必要事項を入力

するだけです。

●依頼書への記入や銀行印の捺印は不要です。

●９月１０日までに申込みいただくと、固定資産税・都市計画税第２期からの口座振替が可能です。

※１１日以降に申込みいただいた場合、令和３年度第３期からの振替となります。

●振替日に口座振替され、納め忘れ防止につながります。

＜口座振替のお問合せ先＞

主税局徴収部納税推進課（０３－３２５２－０９５５）

※受付時間は平日９時～１７時です。電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

都税を納付できるスマートフォン決済アプリが増え、さらに便利になりました。アプリ

内で納付書のバーコードを読み取るだけで、いつでも、どこでも納付できます。詳細は、

主税局ＨＰをご確認ください。

 

口座

振替

ご利用している預（貯）

金口座から、納期の末

日（納期限）に自動的

に納税ができます。

詳しくは下記をご覧く

ださい。

 
インターネット
モ バ イ ル

バ ン キ ン グ

Ａ Ｔ Ｍ

金融機関・郵便局の ペイジー 対応のインターネットバンキング、モバイルバンキング、ＡＴＭ

※一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。

※ （ペイジーマーク）の入っている都税の納付書をお持ちの場合に限ってご利用できます。

※領収証書は発行されません

（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。）。

※新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングで納付する方は、事前に金融機関への利用申込みが必要です。

※システムの保守点検作業時には、一時的にご利用できない場合があります。詳しくは主税局ホームページ

（ ）「税金の支払い」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、申請により納税を猶予する徴収猶予の制度があります。

詳しくは主税局ホームページをご覧ください 。

 クレジット

カード

インターネットの専用サイト（都税クレジットカードお支払サイト）

にアクセスし、クレジットカードにより納付することができます。

※ 枚あたりの合計金額が 万円未満の納付書に限ります。

※税額に応じた決済手数料がかかります。

※領収証書は発行されません（領収証書が必要な方は、金融機関等の

窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。）。

※詳しくは、都税クレジットカードお支払サイトをご覧ください。

 スマホ

アプリ

※１枚あたりの合計金額が 万円までの納付書（バーコードがあるもの）に限ります。

※一部、都税の取扱いをしていないコンビニエンスストアがあります。

ご利用になれるコンビニエンスストアについては、納付書の裏面をご確認ください。

窓口 金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口

※一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、申請により１年間納税を猶予する徴収猶予の制度があり

ます。詳しくは主税局ホームページをご覧ください。

 コンビニ

簡単

安心

便利

簡単 便利 安心

東京都江戸川都税事務所からのお知らせ

都税がスマホ決済アプリで納付できます

掲
載
を
希
望
さ
れ
る
方
は
申
告
会
事
務
局
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。

☎
０
３‐

３
６
５
６‐

０
６
２
１  

種
部（
た
ね
べ
）

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

投
稿
募
集
中
！

※

感
染
状
況
に
よ
り
開
催
を
延
期
・
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
当
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲マロ

   メス5才・体重は1.6キロ

(右はぬいぐるみです)

9 月      6 日～9月     8 日

参
加
者
募
集
中
！

●
日
　
時
：
10
月
20
日(

水)  

集
合:

8
時
半

●
場
　
所
：
東
篠
崎
二
丁
目
広
場

●
参
加
費
：
お
一
人  

500
円

基準期間における課税売上高が 1,000 万円を超えた
ことにより課税事業者となる事業者

●消費税課税事業者届（基準期間用）
［手続対象者］

［提出時期］
事由が生じた場合、速やかに 

●消費税の納税義務者でなくなった旨の届

［手続対象者］
基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下と
なったことにより免税事業者となる事業者 

［提出時期］
事由が生じた場合、速やかに 

ご自身が消費税の届け出の手続対象者かどうか、今
一度必ずご確認ください。お手続きはご来局いただ
ければお手伝いいたします。( お認めのご印鑑をご持
参ください。)
※下記以外にも消費税関連の届け出は多岐にわたります。
　ご不明な点はご相談ください。

消費税の届け出の提出はお済みですか？

届け出<一例 >


